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本
稿
は
、
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
倭
寇

討
伐
や
反
乱
鎮
圧
な
ど
に
従
事
し
た
浙
江

温
州
府
金
郷
衛
出
身
の
武
将

陳
寅

の
足
跡
を
通
じ
て
、
明
朝
末
期
の
西
南
中
国
に
お
け
る
火
器
普
及
の

一
側
面
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

明
朝

に
お
け
る
火
器
の
製
造
に
関
し
て
有
馬
成
甫
氏
は
、
万
暦

『
大
明
会
典
』
所
収
の
記
述

か
ら
、
当
初
火
器
の
製
造
は
兵
侯
局
に

限
定
さ
れ
、
王
朝

の
厳
格
な
統
制
の
も
と
に
管
理
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
時
勢

の
推
移
と
と
も
に
そ
の
需
要
が
高

ま
る
中
で
、
十
五
世
紀

以
降
兵
杖
局
に
よ
る
統
制
は
弛
緩
し
、
十
五
世
紀
半
ば
か
ら
は
軍
器
局
、
ま
た
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
半
ば
に
か
け
て
は
辺
境

の

一
部

の
衛
所

で
も
火
器
が
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
、
と
述
べ
て
い
る

。
ま
た
、
奥
山
憲
夫
氏
も
、
十
五
世
紀
に
な
る
と
火
器
の
製
造

・

管
理

に
対
す
る
兵
杖
局
の
統
制
が
弛
緩
し
、
地
方
に
お
い
て
兵
杖
局
よ
り
も
優
れ
た
火
器
が
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
論
じ
て
い
る

。

つ
ま
り
、
十
六
世
紀
半
ば
の
時
点
に
お
い
て
、
明
朝
で
は
中
央

の
兵
杖
局
の
他
、

一
部
の
地
方
の
衛
所
に
お
い
て
も
火
器
が
製
造
さ
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
と
す
る
の
が
従
来
の
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と

こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
世
界
的
な
軍
事
革
命
の
時
代
と
称
さ
れ
る
十
六

・
十
七
世
紀
は
、
明
朝
に
と
っ
て
も
ま
た
火
器

の
本
格
的
導

入

・
普

及
に
代
表
さ
れ
る
軍
事
革
命

の
時
代
で
あ

っ
た

。
十
六
世
紀
半
ば
以
降
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
東
漸
に
と
も
な
う
仏
郎
機
砲
や
鉄
砲

な
ど
、
従
来
の
中
国
伝
統
の
火
器
に
比
し
て
命
中
精
度
や
連
発
耐
久
性
に
優
れ
た
西
洋
式
の
新
型
火
器
の
伝
来
は
、
明
朝
の
火
器
技
術
を
飛

は

じ

め

に

明

朝

末

期

、

西

南

中

国

に

お

け

る

火

器

普

及

の

一
側

面

久

芳

崇



冒
頭

で
述
べ
た
陳
寅

の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
康
煕

『
平
陽
県
志
』
巻

一

「人
物
」
に
、

陳
寅
、
字
賓
陽
、
世
居
金
郷
。
齊
力
絶
人
、
能
追
及
奔
馬
、
倒
施
其
尾
以
帰
。
曾
遇
異
人
、
授
兵
書
。
万
暦
間
、
以
将
才
薦
為
金
盤
備

倭
、
著
名
海
上
、
歴
貴
州
参
将
。
土
司
楊
応
龍
叛
、
朝
命
劉
艇
総
兵
、
寅
副
之
。
及
征
関
白
、
亦
以
寅
副
。
屡
建
大
功
、
賜
蟻
玉
。
転

一

陳

寅

の

履

歴

躍
的
に
向
上
さ
せ
る
契
機
と
な

っ
た
。
ま
た

「北
虜
南
倭
」
と
称
さ
れ
る
中
国
北
方
の
モ
ン
ゴ
ル
や
東
南
沿
岸
地
域

の
倭
竃
に
よ
る
劫
略
、

十
六
世
紀
末
の
万
暦
三
大
征

(寧
夏
に
お
け
る
噂
拝
の
乱
、
豊
臣
政
権

の
朝
鮮
の
役
、
四
川
播
州
に
お
け
る
楊
応
龍

の
乱
)、
十
七
世
紀
よ

り
展
開
さ
れ
る
対
女
真
戦
争
な
ど
、
当
該
時
期
に
お
け
る
継
続
的
な
軍
事
的
緊
張
状
態
は
、
各

々
の
状
況
に
対
応
す
る
大
小
様

々
な
火
器
の

大
量
製

造
と
導
入

・
配
備
を
促
進
さ
せ
る
原
動
力
と
な

っ
た
。

こ
う
し
た
十
六
世
紀
半
ば
か
ら
十
七
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
火
器
技
術
の
伝

播
を
担

っ
た
人
々
は
、
倭
竃
を
中
心
と
す
る
交
易
従
事
者
や
戦
争
被
虜
人
た
ち
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
当
該
時
期
に
お
け
る
、
火
器
技
術
の

受
容
を
経
た
後
の
、
明
朝
に
お
け
る
製
造

・
配
備
な
ど
と
い
っ
た
火
器
普
及
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
な
お
不
明
な
点
が
多

い
。

こ
れ

に
対
し
、
筆
者
は
さ
き
に
拙
稿

「十
六
世
紀
末
、
日
本
式
鉄
砲
の
明
朝

へ
の
伝
播
ー

万
暦
朝
鮮
の
役
か
ら
播
州
楊
応
龍
の
乱

へ
」
に

お
い
て
、
朝
鮮
の
役
で
明
軍
の
捕
虜
と
さ
れ
た
日
本
兵
の

一
部
が
、
朝
鮮
の
役
終
結
後

の
四
川
播
州
に
お
け
る
楊
応
龍
の
乱
鎮
圧
の
過
程
で

鉄
砲
隊
と
し
て
動
員
さ
れ
、
最
新

の
日
本
式
鉄
砲
が
明
朝

へ
伝
播
す
る
契
機
と
な

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
楊
応
龍

の
乱
終
結
後
、
中
国
各
地
で
は
朝
鮮

の
役
や
楊
応
龍
の
乱
に
従
軍
し
、
日
本
式
鉄
砲

の
威
力
を
認
識
し
た
明
軍
各
将

に
よ

っ
て
鉄
砲
が
中
国

各
地

へ
伝
播
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た

。
本
稿
は
、
前
稿

で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
か

け
て
の
倭
竃
討
伐
や
朝
鮮
の
役
、
楊
応
龍
の
乱
な
ど
に
従
軍
し
た
武
将
陳
寅
を
中
心
と
す
る
個
人
的
な
人
間
関
係
に
よ
り
、
西
南
中
国
に
お

い
て
火

器
が
製
造

・
配
備
さ
れ
て
ゆ
く
実
態
を
通
し
て
、
従
来
の
研
究
で
は
空
白
と
な

っ
て
い
る
明
朝
末
期
に
お
け

る
火
器
普
及
の

一
側
面

を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。



マ
マ

掛
印
総
兵
、
坐
鎮
黙
南
二
十
余
年
、
苗
民
畏
服
。
艇
與
杜
松
死
遼
左
、
朝
廷
思
用
宿
将
、
廷
推
寅
。
提
兵
山
海
星
馳
受
事
、
以
老
疾
卒
。

追
贈
太
子
少
傅
栄
禄
大
夫
、
賜
祭
葬
、
蔭
二
子
世
襲
金
郷
衛
指
揮
、
次
子
邦
傳
歴
剣
南
副
将
。

と
あ

り
、
彼
が
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
倭
寇

防
備
の
重
要
拠
点
で
あ

っ
た
浙
江

で
武
官
に
着
任
し
た
の
を
皮
切
り

に
、
楊
応
龍

の
乱
や
朝
鮮
の
役
鎮
圧
に
従
軍
す
る
な
ど
、
当
該
時
期
に
お
け
る
明
軍
の
最
前
線
で
活
躍
し
た
武
将
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
一

方
彼
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
趙
士
槙

『
神
器
譜
』
に
西
洋
式

の
鉄
砲

の
所
持
者
と
し
て
記
載
さ
れ
る
人
物

で
も
あ
る
が
、
先
行
研

究
で
は
明
軍
の
最
前
線

で
活
躍
し
た
武
将
と
い
う
こ
と
と
西
洋
式
鉄
砲

の
所
持
者
と
い
う

こ
と
と
が
関
連
づ
け
て
論

じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た

。
本
節

で
は
、
陳
寅
に
関
す
る
断
片
的
史
料
を
素
材
に
、
右
に
掲
げ
た
康
煕

『
平
陽
県
志
』
の
記
述
に
訂

正

・
肉
付
け
を
行
う
。

次
い
で
陳
寅
を
取
り
巻
く
当
該
時
期
の
軍
事
的
社
会
的
環
境
と
の
関
わ
り
を
通
じ
て
、
彼
が
実
績
を
重
ね
火
器
に
習
熟
す
る
過
程
を
明
ら
か

に
し
た

い
。

さ

て
、
右
に
掲
げ
た
康
煕

『
平
陽
県
志
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
陳
寅
は
、
万
暦
年
間
に
入
り

「金
盤
備
倭
」
と
な

っ
て
い
る
。

こ
の

「金

盤
備
倭
」
と
は
、
万
暦

『
温
州
府
志
』
巻
六

「海
防
」
に
、

漸
東
設
総
督

一
員
、
金
盤
名
色
把
総

一
員
。
嘉
靖
三
十
五
年
、
総
督
改
設
参
将
、
復
設
金
盤
備
倭
把
総
、
専
管
水
関
、
統
領
兵
船
、
駐

筍
瑞
安
。
隆
慶
年
間
、
移
駐
寧
村
所
。

と
あ
り
、
後
期
倭
寇

の
狙
獄
を
極
め
た
時
期
で
あ
る
嘉
靖
三
十
五
年

(
一
五
五
六
)
に
設
け
ら
れ
た
と
い
う
金
盤
備
倭
把
総
を
指
す
も
の
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
万
暦
年
間
に
金
盤
備
倭
把
総
に
着
任
し
た
陳
寅
は
、
温
州
府
寧
村
所
を
拠
点
に
、
兵
船
を
統
轄
し
て
倭
寇

討
伐
に
従

事
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
降
金
盤
備
倭
把
総
時
代
の
陳
寅
に

つ
い
て
、
そ
の
行
状
を
記
す
具
体
的
史
料
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
見
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
彼
が
倭
寇

討
伐
に
少
な
か
ら
ぬ
成
果
を
収
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
「著
名
海
上

」
と
あ
り
、
ま
た
、
彼

が
そ

の
後
金
盤
備
倭
把
総
か
ら
明
軍
の
中
枢
機
関
で
あ
る
京
営

へ
、
遊
撃
将
軍
と
し
て
昇
任
し
た
こ
と
か
ら
推
測
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

『
神
器
譜
』
巻

二

「原
銃

・
上
」
に
、

干
万
暦
二
十
四
年
、
遊
撃
将
軍
陳
寅
到
京
、
示
臣
西
洋
番
鳥
銃
。
較
倭
鳥
銃
梢
長
。
其
機
機
之
則
落
、
弾
出
自
起
。
用
薬

一
銭
、
鉛
弾



八
分
。
其
制
軽
便
。
但
比
旧
鳥
銃
、
只
遠
五
六
十
歩
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
万
暦
二
十
四
年

(
一
五
九
六
)
、
京
営
遊
撃
と
し
て
北
京
に
到
来
し
た
陳
寅
が
、
自
身

の
所
持

す
る

「西
洋
番
鳥
銃
」

を

『
神
器
譜
』

の
著
者
趙
士
槙
に
示
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
万
暦
二
十
四
年
は
、
そ
の
四
年
前
よ
り
は
じ
ま

っ
た
朝
鮮

の
役
が
未
だ
終
結

せ
ず
、
同
年
九
月
に
は
講
和
交
渉
が
破
綻
す
る
な
ど
、
日
本

の
脅
威
が
な
お
継
続
し
て
い
る
時
期
で
あ

っ
た
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
彼
が

「西
洋
番
鳥
銃
」
を
所
持
し
て
い
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
朝
鮮

の
役
に
お
い
て
は
日
本

軍
の
鉄
砲
が
明
軍
の
脅
威
と
な

っ
た
が
、
そ
の
結
果
明
朝
で
は
日
本
軍
の
鉄
砲
に
対
抗
し
う
る
火
器
に
対
す
る
関
心
が
高
ま

っ
た
。
『
神
器

譜
』
巻

一

「聖
旨
八
道
」
に
、

万
暦
二
十
五
年
、
條
上
東
援
用
兵
八
害
、
内
議
番
銃
足
以
破
倭
鳥
銃
。
兵
部
題
覆
、
令
京
営
具
式
、
転
杏
工
部
製
造
。
奉
聖
旨
、
是
二

十
六
年
五
月
、
因
京
営
無
式
、
恭
進
噌
蜜
西
洋
等
銃
。

と
あ
る
。
万
暦
二
十
五
年
、
日
本
軍
の
鉄
砲
を
凌
駕
す
る
と

い
う

「番
銃
」
(外
来

の
鉄
砲
)
に
つ
い
て
議
し
た
が
、

京
営
に
範
と
す
べ
き

モ
デ

ル
が
無
い
こ
と
か
ら
、
翌
年
、
趙
士
槙
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
鉄
砲
で
あ
る
噌
蜜
銃
や
西
洋
式

の
鉄
砲
な
ど
の
火
器
を

進
呈
し
た
と
い
う

の
で
あ
る

。
こ
こ
に
あ
る
西
洋
式

の
鉄
砲
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
前

々
年
、
趙
士
槙
が
陳
寅
か
ら
示
さ
れ
た

「西
洋
番
鳥
銃
」
と
同
様
の
モ
デ

ル
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
日
本
式
鉄
砲
に
対
抗
し
う
る

「西
洋
番
鳥
銃
」
の
導
入
に
、
陳
寅
が
関
係
し

て
い
た
可
能
性
が
高

い
。
ま
た
、
当
時
火
器
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る
中
で
、
「西
洋
番
鳥
銃
」
を
所
持
す
る
陳
寅

が
京
営

へ
招
聘
さ
れ
た

こ
と
は
、
そ
の

一
因
と
し
て
彼
が
鉄
砲
な
ど
の
火
器
に
精
通
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
陳
寅
は

「西
洋
番
鳥
銃
」
を
入
手
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
代
に
お
け
る
鉄
砲
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
は

概
ね
鄭

若
曽

『
簿
海
図
編
』
な
ど
の
記
述
か
ら
、
そ
の
製
法
が
ま
ず
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
伝
来
し
た
が
精
妙
に
は
模
造

で
き
ず
、
次

い
で
嘉
靖

二
十
七
年

(
一
五
四
八
)
に
、
密
貿
易
の
拠
点
と
し
て
倭
寇

の
巣
窟
と
な

っ
て
い
た
浙
江

の
双
嘆
を
明
軍
が
攻
撃
し
た
際
、
倭
寇

側
よ
り
獲

得
し
た
鉄
砲
、
及
び
捕
虜
と
な

っ
た
日
本
人
を
通
し
て
日
本
式
鉄
砲
が
伝
来
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る

(,
)。
ま
た
ゴ

ン
サ
ー
レ
ス

・
デ

・

メ
ン
ド
ー
サ

『
シ
ナ
大
王
国
誌
』
第

二
部

一
巻
二
五
章
に
は
、
万
暦
三
年

(
一
五
七
五
)、
福
州
に
お
け
る
状
況
と
し

て
、



ビ
レ
イ

(巡
撫
)
は

一
行

の
も
と
に
ひ
と
を

つ
か
わ
し
て
、

エ
ス
パ

ニ
ャ
の
軍
人
が
帯
び
て
い
た
剣
を

一
振
り
と
火
縄
銃
を

一
挺
、
そ

れ
に
火
薬
壺

一
個
を
借
用
し
た
い
、
そ
れ
ら
を
ま
ね
て
制
作
し
て
み
た
い
か
ら
と
要
請
し
た
。
そ
こ
で
軍
人
た
ち
は
こ
れ
を
送

っ
て
や

っ
た
。
あ
ま
り
精
巧
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
模
造
し
た
と

い
う
こ
と
を
あ
と
で
聞
い
た

。

と
あ
り
、
ス
ペ
イ
ン
の
鉄
砲
が
福
建
に
伝
来
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
嘉
靖
か
ら
万
暦
年
間
に
か
け
て
の
浙
江
や

福
建
な
ど
中
国
東
南
の
沿
岸
地
域
は
、
鉄
砲
を
所
持
し
、
或

い
は
そ
の
製
法
に
通
じ
た
ポ
ル
ト
ガ

ル
人
や
日
本
人
、

ス
ペ
イ
ン
人
な
ど
と
の

密
接
な
関
係
か
ら
、
各
種

の
鉄
砲
を
入
手
し
模
造
し
う
る
環
境
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
「西
洋
番
鳥
銃
」
が
具
体

的
に
ど
こ
の
鉄
砲
を
指

す
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
陳
寅
が
そ
う
し
た
外
国
の
鉄
砲
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
海
外
諸
勢
力
と
頻
繁
に
接
触
す
る

浙
江

沿
岸
地
域
に
お
い
て
軍
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ

て
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
金
盤
備
倭
把
総
か
ら
京
営
遊
撃

へ
昇
任
し
た
陳
寅
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
後
、
朝
鮮

の
役

へ
と
出
征
す
る
こ

と
に
な
る
。
『
神
宗
実
録
』
巻
三

一
〇
、
万
暦
二
十
五
年
五
月
丙
申

の
条
に
、

以
京
営
参
将
陳
寅
、
千
総
謝
用
梓
、
為
葡
遼
軍
門
標
下
、
訓
領
南
兵
将
官
。
従
邪
琉
請
也
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
葡
遼
総
督
邪
琉
の
要
請
に
よ
り
、
京
営
参
将
陳
寅
を
朝
鮮
の
役
鎮
圧
軍
に
編
入
し
、
「南
兵
」
を
統
率
さ
せ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
「南
兵
」
と
は
、
火
器
を
用
い
た
戦
闘
を
得
意
と
す
る
浙
江

の
兵
を
指
す

。
万
暦
二
十
五
年
、
講
和
交
渉
破
綻

の
結
果
日

本
軍
が
再
び
朝
鮮

へ
の
派
兵
を
開
始
し
た
の
を
承
け
、
明
朝
の
救
援
軍
を
統
率
す
る
葡
遼
総
督
邪
琉
は
、
精
鋭
な
最
新
式
の
鉄
砲
を
装
備
す

る
日
本
軍
に
対
抗
す
べ
く
、
浙
江

出
身

で
倭
竃
討
伐

の
経
験
が
あ
り
、
鉄
砲
な
ど
の
火
器
に
精
通
す
る
陳
寅
を
救
援
軍
の
将
領

の

一
員
と
し

て
招
集
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う

。
『
両
朝
平
懐
録
』
巻
四

「
日
本

・
下
」
に
、

上
疏
奏
報
、
乃
将
各
処
兵
馬
四
万
余
人
、
分
為
三
協
。
左
協
副
総
兵
李
如
梅
、
統
領
馬
歩
三
千
六
人
。
武
将
盧
得
功
、
遊
撃
。
董
正
誼
、

遊
撃
。
茅
国
器
、
遊
撃
。
陳
寅
、
南
兵
遊
撃
。
陳
大
綱
、
川
兵
千
総
。

と
あ

る
よ
う
に
、
副
総
兵
李
如
梅
の
配
下
に
編
入
さ
れ
た
陳
寅
は
、
日
本
軍
の
主
力
の
駐
屯
す
る
蔚
山

へ
と
進
軍
し
、
同
年
十
二
月
、
加
藤

清
正
率

い
る
日
本
軍
と
干
犬
を
交
え
た
。
『
明
史
紀
事
本
末
』
巻
六
二

「援
朝
鮮
」
に
、



二
十
三
日
、
乃
進
攻
蔚
山
。

:
:
倭
尽
奔
島
山
、
於
前
連
築
三
塞
。

:
:
倭
堅
壁
不
出
。
方
力
攻
山
塞
時
、
稗

将
陳
寅
、
身
先
士
卒
、

冒
弾
矢
勇
呼
而
上
、
欣
柵
両
重
。

と
あ

り
、
陳
寅
が
兵
卒
を
率
い
て
蔚
山
城
の
周
囲
に
築
か
れ
た
防
御
柵
を
突
破
し
、
日
本
軍
に
対
し
て
大
き
な
打
撃

を
与
え
て
い
る
こ
と
が

確
認

で
き
る
。
し
か
し
、
『
神
宗
実
録
』
巻
三

一
七
、
万
暦
二
十
五
年
十
二
月
丁
亥
の
条
に
、

陳
寅
乗
勝
登
蔚
城
、
援
抱
鼓
之
可
滅
。
此
朝
食
忽
鳴
金
而
退
。
鍋
不
欲
寅
功
在
李
如
梅
上
也
。
故
功
垂
成
而
復
敗
。

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
柵
を
突
破
し
た
陳
寅
が
、
勢
い
に
乗
じ
て
日
本
軍
の
籠
城
す
る
蔚
山
城
に
突
入
し
よ
う
し
と
し
た
と

こ
ろ
、
蔚
山
で

の
明

軍
を
指
揮
す
る
経
理
楊
鏑
の
命
令
に
よ
り
退
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
結
果
明
軍
は
敗
北
し
た
と
い
う

の
で
あ
る

。

こ
の
後
、
申
霊

『
再
造
藩
邦
志
』
巻
四
に
、

二
十
五
日
:
:
遊
撃
陳
寅
中
丸
、
昇
還
京
城
。

と
あ

る
よ
う
に
、
陳
寅
は
日
本
軍
の
鉄
砲
に
被
弾
し
て
傷
を
負
い
、
京
城

(漢
城
)

へ
と
送
還
さ
れ
る
。

『
宣
祖
実
録
』
巻
九
六
、
宣
祖
三
十

一
年

(万
暦
二
十
六

・
一
五
九
八
)
正
月
丙
午
の
条
に
は
、

上
幸
陳
遊
撃
寅
館
処
接
見
。
上
日
、
以
小
邦
之
故
、
風
雪
遠
路
、
親
冒
矢
石
、
以
致
重
傷
。
不
知
所
言
。
遊
撃
日
、
上
年
蔚
山
之
役
也
、

至
十
二
月
二
十
三
日
、
騎
兵
先
到
、
攻
破
蔚
山
外
柵
。
翌
日
、
俺
領
歩
兵
共
破
内
木
柵
三
重
、
至
石
窟
下
。
城
堅
、
攻
之
未
易
下
。
欲

以
積
草
而
焚
之
、
人
持

一
束
而
上
。
銃
丸
如
雨
、
近
者
輯
倒
、
無
敢
撲
城
者
。
欲
以
大
砲
撞
破
、
而
城
高
勢
仰
、
不
得
施
技
。
俺
謂
楊

麻
両
爺
日
、
看
今
日
之
勢
、
似
難
軽
挙
。
徐
竣
工
、
大
軍
斉
到
、

一
挙
而
躁
踊
之
。
経
理
日
、
當
攻
外
城
之
時
、
汝
既
先
登
。
汝
軍
之

勇
健
冠
於
諸
軍
、
須
急
攻
勿
失
也
。
俺
遂
唾
掌
奮
鋭
、
質
勇
先
登
。
賊
丸
中
歯
、
而
小
無
怖
心
。
益
働
士
卒
、
鷹
揚
鵤
撃
、
而
丸
又
中

腿
。
隔
於
超
距
、
遂
乃
退
歩
。
思
之
至
今
、
不
勝
伍
泥
。

と
あ
り
、
負
傷
し
て
漢
城
に
送
還
さ
れ
た
陳
寅
と
朝
鮮
王
宣
祖
と
の
会
談

の
中
で
、
陳
寅
自
身
に
よ
る
蔚
山
で
の
戦

闘
に

つ
い
て
の
述
懐
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
日
本
軍
に
よ
る
鉄
砲
の
掃
射
が
行
わ
れ
る
中
、
陳
寅
が
大
砲
を
用

い
て
蔚
山
の
城
塞
を
突
破
し

よ
う
と
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
火
器
に
習
熟
し
た
陳
寅
が
、
日
本
軍
に
対
抗
し
て
火
器
を
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
看
取
す
る



こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
彼
が
日
本
軍
の
鉄
砲
に
被
弾
し
て
負
傷
し
た

こ
と
も
、
鉄
砲
に
よ
る
集
中
射
撃
の
威
力
を
十
分
に
再
認
識
せ
し

め
た

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
同
書
同
巻
同
条
に
は
、
陳
寅
が
宣
祖
に
対
し
自
身

の
経
歴
に

つ
い
て
言
及
す
る
以
下
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

遊

撃
日
:
:
吾
自
年
十
七
八
歳
、
従
事
於
討
倭
、
今
至
四
十
余
年
、
豊
不
知
倭
情
乎
。
倭
賊
不
足
畏
也
。
上
日
、
大
人
曾
属
戚
総
兵
軍

中

乎
。
遊
撃
日
、
戚
継
光
時
、
吾
年
尚
幼
、
未
及
従
軍
。
與
劉
艇
父
親
従
事
、
而
亦
與
愈
大
猷
同
行
於
戎
陣
之
間
。
愈
公
之
文
武
兼
材
、

当

時
之
人
極
称
之
。

十
代
後
半
で
倭
窟
討
伐
に
従
事
し
、
「今
至
四
十
余
年
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時

の
陳
寅

の
年
齢
は
六
十
歳
前

後
で
あ

っ
た
も
の
と
推

定
さ

れ
る
。
ま
た
、
彼
は
か
つ
て
倭
寇

討
伐
で
高
名
な
武
将
愈
大
猷
に
同
行
し
た
経
験
が
あ
る
と
い
う
。

こ
の
こ
と

は
、
彼
が
火
器
に
習
熟

す
る
過
程
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

そ

の
後
の
朝
鮮
に
お
け
る
陳
寅
に

つ
い
て
は
、
当
時
朝
鮮
王
朝
の
重
臣
で
あ

っ
た
申
欽

『象
村
集
』
巻
五
七

「志

・
曹
副
総
票
下
官
」
に
、

陳
寅
、
号
賓
陽
、
浙
江

温
州
府
金
郷
衛
人
。
以
欽
差
統
領
葡
鎮
永
平
添
防
南
北
官
兵
遊
撃
将
軍
署
都
指
揮
愈
事
、
領
歩
軍
三
千
八
百
五

十
。
丁
酉

(万
暦
二
十
五
年
)
十

一
月
、
出
来
島
山
之
役
、
中
丸
鼻
還
京
城
。
出
資
関
羽
廟
於
南
大
門
外
。
己
亥

(万
暦
二
十
七
年
)

四
月
回
去
。

と
あ

る
よ
う
に
、
漢
城
の
南
大
門
外
に
お
け
る
関
羽
廟
建
設
の
費
用
を
供
出
し
た
後
、
朝
鮮
の
役
終
結

の
翌
年
、
万
暦

二
十
七
年

(
一
五
九

九
)
四
月
に
明
朝

へ
帰
還
し
て
い
る

。

さ

て
、
明
朝

へ
帰
還
し
た
後
、
陳
寅
は
同
年
、
貴
州
副
総
兵
と
し
て
四
川
播
州
に
お
け
る
土
司
楊
応
龍
の
乱
鎮
圧

に
投
入
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
『
両
朝
平
懐
録
』
巻
五

「播

・
上
」
に
、

大
将
総
兵
李
応
祥
、
起
用
京
営
総
兵
改
任
、
隷
以
副
総
兵
陳
寅
、
参
将
楊
顕

・:
・。

と
あ

る
よ
う
に
、
陳
寅
は
貴
州
総
兵
李
応
祥
の
配
下
に
編
入
さ
れ
、
朝
鮮
か
ら
四
川
播
州

へ
と
転
戦
し
、
明
軍
の
最
前
線
に
お
い
て
乱

の
鎮

圧
に
あ
た
る
。
湖
広
川
貴
軍
務
総
督
兼
四
川
巡
撫
と
し
て
明
軍
を
統
率
し
た
李
化
龍
が
上
奏
や
軍
令
を
彙
集
し
た

『
平
播
全
書
』
所
収

の
奏

議
に
は
、
万
暦
二
十
八
年

(
一
六
〇
〇
)
三
月
、
陳
寅
が
火
器
を
活
用
し
て
楊
応
龍
軍
を
攻
略
す
る
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。



①
拠
貴
州
征
播
総
兵
官
李
応
祥
呈
報
称
、
三
月
初
二
日
、
拠
副
総
兵
陳
寅
、
奉
令
統
領
土
官
蒙
詔
、
土
舎
莫
労
、
領
兵
把
総
安
世
珍
等
、

探
得
四
牌
叛
賊
、
聚
集
堵
載
。
職
等
黎
明
直
抵
播
地
。
旋
水
賊
悉
布
陣
虎
兵
、
當
先
薬
弩
乱
射
。
當
有
我
兵
鼓

勇
、
火
器
銃
弾
斉
発
、

槍
牌
抵
敵
、
大
獲
全
勝
。
(巻
三

「奏
議

・
克
桑
木
関
烏
江
関
三
報
捷
音
疏
」)

②
准
統
征
播
総
兵
官
李
応
祥
手
本
、
拠
副
総
兵
陳
寅
、
原
任
参
将
票
兆
吉
報
称
、
奉
令
統
率
土
官
蒙
詔
、
楊
治
隆

、
張
元
虎
、
楊
燧
、
舎

把
莫
労

:
:
等
漢
土
官
兵
、
於
三
月
初
七
日
、
前
去
攻
勒
四
牌
高
圃
、
龍
水
圃
、
賊
衆
下
圃
、
拒
敵
突
戦
。
官
兵
前
後
爽
攻
、
井
用
火

器
衝
撃
、
賊
力
不
支
。

(巻
四

「奏
議

・
攻
剋
婁
山
崖
門
等
関
四
報
捷
音
疏
」)

す
な
わ
ち
、
陳
寅
率

い
る
明
朝
と
土
司
の
部
隊
が
、
火
器
を
活
用
し
て
楊
応
龍
軍
を
圧
倒
し
、
勝
利
を
収
め
た
と

い
う

の
で
あ
る
。
『
平

播
全
書
』
か
ら
は
、
陳
寅

の
使
用
し
た
火
器
に

つ
い
て
の
具
体
的
記
述
を
見
出
だ
す
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
同
じ
く
朝
鮮
の
役
か
ら
楊
応
龍

の
乱
に
転
戦
し
た
総
兵
劉
艇
が
、
乱
鎮
圧
の
際
、
朝
鮮
の
役
に
お
い
て
歯
獲
し
自
軍
に
取
り
入
れ
た
鉄
砲
や
日
本
兵
捕
虜
を
活
用
し
て
い
る

.ど
こ
と
か
ら
、
陳
寅
も
そ
れ
ら
を
活
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
浙
江

で
の
倭
寇
討
伐
で
火
器
の
有
効
性
を
認
識
し
、

そ
の
後
精
鋭
な
鉄
砲

を
装
備
す
る
日
本
軍
と
の
激
戦
を
経
て
播
州
に
赴
い
た
陳
寅
は
、
火
器
を
主
要
兵
器
と
し
て
活
用
し
、
火
器
を
装
備
し
て
い
な
か

っ
た
楊
応

龍
軍
を
攻
略
し
た

の
で
あ
る
。
以
後
同
年
六
月
の
乱
の
最
終
局
面
に
お
い
て
も
、
陳
寅

の
部
隊
は
、
劉
艇
の
部
隊
な
ど
と
と
も
に
楊
応
龍
軍

の
城
塞

に
突
入
し
、
数
年
来
に
わ
た
り
鎮
圧
困
難
で
あ

っ
た
楊
応
龍
軍
を

一
気
に
鎮
圧
す
る
こ
と
に
成
功
し
た

。

楊
応
龍
の
乱
平
定
後
、
陳
寅
は
貴
州
か
ら
雲
南

へ
と
転
任
す
る
。
康
煕

『雲
南
通
志
』
巻

一
六
下

「師
旅
考
」
に
は
、
万
暦
三
十
三
年

(
一

六
〇
五
)
の
こ
と
と
し
て
、

陳
用
賓
遣
副
将
陳
寅
、
禽
緬
目
多
牢
、
復
蛮
莫
界
。

と
あ

り
(
陳
寅
が
雲
南
巡
撫
陳
用
賓

の
も
と
、
副
総
兵
と
し
て
該
地

の
緬
目

(ビ
ル
マ
系
原
住
民
)
の
反
乱
鎮
圧
に
従
事
し
て
い
た

こ
と
が

確
認

で
き
る
。
し
か
し

『
神
宗
実
録
』
巻
四
二
二
、
万
暦
三
十
四
年
六
月
癸
卯

の
条

に
、

雲
南
緬
夷
阿
瓦
、
擁
衆
数
萬
、
攻
囲
木
邦
宣
慰
司
。
我
軍
不
援
失
之
。
事
聞
、
瓢
鎮
守
副
総
兵
陳
寅
、
鋼
其
終
身
、
遊
撃
劉
素
併
罷
。

と
あ
り
、
雲
南
緬
夷
阿
瓦
の
軍
勢
数
万
が
木
邦
宣
慰
司
に
来
冠
し
た
際
、
陳
寅
は
救
援
に
赴
か
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
罪
を
得
て
罷
免
さ
れ
た



前
節
で
は
、
陳
寅
が
十
六
世
紀
後
半
に
お
け
る
海
外
諸
勢
力
と
の
接
触
や
戦
乱
の
中
で
、
実
績
を
重
ね
火
器
に
習
熟
す
る
過
程
に
つ
い
て

検
討
し
た
。
本
節
で
は
、
前
節

の
終
わ
り
で
触
れ
た
貴
州
布
政
司
参
政

・
盛
萬
年
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
彼

の
著
作
で
あ
り
、

天
啓
三
年

(
一
六
二
三
)
の
自
序
が
附
さ
れ
て
い
る

『拙
政
編
』

を
主
要
な
史
料
と
し
て
、
諸
地
方
志
所
収
の
断
片
的
史
料
を
も
参
照
し

な
が
ら
そ
の
履
歴
を
再
構
成
し
、
さ
ら
に
彼
と
陳
寅
と
が
新
鎮
道
に
お
け
る
火
器
の
普
及
に
中
心
的
役
割
を
果
た
す
状
況
に

つ
い
て
検
討
を

加
え
、
最
後
に
そ
の
後
の
西
南
中
国
に
お
け
る
火
器
の
普
及
に

つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

盛
萬
年
は
、
浙
江
嘉
興
府
秀
水
の
出
身

で
、
万
暦
十

一
年

(
一
五
八
三
)
に
進
士
と
な

っ
て
い
る
。
万
暦
二
十
二
年

に
福
建
按
察
司
副
使
、

万
暦

二
十
六
年
に
広
東
布
政
司
参
政
に
な

っ
た
後
、
万
暦
三
十
五
年
に
貴
州
布
政
司
参
政
と
な
り
新
鎮
道
に
赴
任
し
た
。
著
作
と
し
て
、
広

東
布
政
司
参
政
時
代
の
倭
寇
対
策
の
兵
書

『嶺
西
水
陸
兵
紀
』

、
及
び
上
述

の
福
建
按
察
司
副
使
就
任
以
降

の
回
想

録
で
あ
る

『拙
政
編
』

が
あ
る
。

倭
寇

討
伐
を
目
的
に
、
兵
船
や
州
県
城
に
お
け
る
火
器

の
配
備
を
詳
細
に
記
し
た

『
嶺
西
水
陸
兵
紀
』
を
み
れ
ば

、
盛
萬
年
が
広
東
赴
任

時
代
、
倭
寇

討
伐
を
通
じ
て
既
に
火
器
の
有
効
性
を
認
識
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
乾
隆

『
浙
江
通
志
』
巻

一
七

一

「人
物
四

.
武
功

=

に
は
、
盛
萬
年
の
広
東
布
政
司
参
政
時
代
の
行
状
に

つ
い
て
記
し
、

こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

こ
う
し
て
失
脚
し
た
陳
寅
は
、
本
籍
地
で
あ
る
浙
江

温
州
府

へ
と
帰
郷
す
る
運
び
と
な
る
が
、
そ
の
帰
途
、
先
の
貴

州
副
総
兵
時
代
の
着

任
地
で
あ
っ
た
平
越
衛
に
立
ち
寄
る
。
そ
の
際
貴
州
布
政
司
参
政
と
し
て
該
地
に
駐
在
し
新
鎮
道
を
統
轄
し
て
い
た
盛
萬
年
の
要
請
に
よ
り

再
び
貴

州
副
総
兵
と
な
り
、
以
後
十
余
年
に
わ
た

っ
て
該
地
に
お
け
る
火
器
普
及
に
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
ゆ
く

こ
と
に
な
る
が
、
こ
の

点
に

つ
い
て
は
次
節
で
と
り
あ
げ
る
。

二

西

南

中

国

に

お

け

る

火

器

の

普

及

に

つ

い

て



盛
萬
年
・:
・授
刑
部
主
事
、
歴
遷
広
東
参
政
、
分
守
嶺
西
。
辛
丑

(万
暦
二
十
九
年
)
四
月
、
倭
竃
。
呉
川
邑
故
濱
海
、
慧
限
門
為
天

険
。
閲
有
海
舶
、
名
日
膳
者
、
往
来
貿
易
。
好
徒
勾
倭
、
蔵
其
中
、
入
限
門
、
登
陸
焚
劫
。
萬
年
購
義
勇
、
配
狼
兵
、
協
力
出
戦
、
賊

宵
遁
。
五
月
、
倭
大
挙
冠
雷
州
。
萬
年
在
高
州
、
聞
報
日
、
高
雷
相
去
六
百
里
。
従
陸
往
、
賊
必
知
之
。
非
拒

則
遁
若
従
海
道
、

一
日

可
里
。
出
其
不
意
、
必
成
檎
矣
。
乃
料
戦
艦
六
十
艘
、
揚
騒
抵
雷
。
倭
方
鋸
民
盧
轟
飲
。
官
軍
従
市

口
撤
屋
而
焚
之
、
賊
奔
突
不
得
出

磯
馬
。
六
月
、
倭
底
廉
州
。
萬
年
又
令
遊
撃
黄
某
拒
之
、
俘
賊
五
十
、
沈
其
朦
瞳
二
。
自
是
賊
不
敢
復
冠
男
。

と
あ
り
、
彼
が
広
東
に
お
い
て
倭
窟
討
伐
に
従
事
し
成
果
を
収
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
『
拙
政
編
』
「東
男
事
実
計
十
三
條
」
に

は
、
彼
が
こ
の
倭
逡
討
伐
の
際
に
火
器
を
活
用
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

万
暦
辛
丑

(二
十
九
年
)
四
月
、
忽
報
倭
人
入
冠
呉
川
。
:
:
前
鋒
執
日
本
大
軍
之
旗
、
攻
劉
城
下
。
:
:
倭
方
擁
婦
女
轟
飲
、
不
知

有
兵
。
及
火
器
斉
発
破
其
門
、
賊
勢
窮
盛
。

す
な
わ
ち
、
万
暦
二
十
九
年

(
一
六
〇

一
)
に
倭
窟
が
広
東
高
州
府
の
呉
川
を
劫
略
し
た
際
、
明
軍
側
は
火
器
の

一
斉
射
撃
に
よ

っ
て
倭

竃
を
却
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
南
方
の
沿
岸
地
域
に
お
い
て
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
め
に
か
け
て
な
お
も

沈
静

化
せ
ず
に
継
続
し
て
い
た
倭
寇

被
害
に
対
し
、
盛
萬
年
が
火
器
を
活
用
し
て
鎮
圧
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
盛
萬
年
は
、
『
嶺
西
水
陸

兵
紀
』
に
お
い
て
、
火
器
を
大
規
模
に
配
備
し
倭
寇

対
策
を
図
る
こ
と
を
詳
細
に
擬
議
し
て
い
る
。
現
実
的
に
こ
う

し
た
施
策
を
十
全
に
実

施
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
が
、
倭
竃
討
伐
に
お
け
る
火
器

の
有
効
性
を
、
盛
萬
年
は
十
分
理
解
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

『
嶺
西
水
陸
兵
紀
』
に
は
火
器
の
製
造
や
操
作
法
に
関
す
る
具
体
的
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
盛
萬
年
が
必
ず
し
も
火
器

の
製
造

・
操
作
に
習

熟
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
火
器
配
備
を
指
揮
す
る
立
場
と
し
て
の
記
述

で
あ
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

広
東
に
お
い
て
倭
寇

討
伐
に
従
事
し
、
兵
器
と
し
て
の
火
器
の
有
効
性
を
認
識
し
た
盛
萬
年
が
、
次
に
赴
任
し
た

の
が
貴
州
東
部

の
新
鎮

道
で
あ
る
。
『
拙
政
編
』
「騎
南
新
鎮
道
事
実
計
三
條
」
に
は
、
新
鎮
道
を
統
轄

し
た
盛
萬
年
が
、
陳
寅
と
と
も
に
火
器
を
製
造

・
配
備
し

て
ゆ
く
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

余
自
丁
未

(万
暦
三
十
五
年
)
入
蛤
中
、
守
新
鎮
道
、
駐
筍
平
越
。
乃
苗
仲
盤
鋸
。

:
:
黙
中
僻
遠
而
偏
小
、
士
民
與
苗
仲
雑
処
。
無



兵
力
無
器
械
、
至
干
火
薬
火
器
了
不
知
也
。
適
演
南
副
総
陳
寅
、
以
軍
政
罷
官
而
帰
、
行
至
平
越
。
余
見
其
人
頗
精
彩
可
用
、
又
専
精

火
器
、
遂
留
之
。
彼
亦
欣
然
措
処
。
買
鉄
、
及
買
硝
黄
干
荊
州
、
托
其
製
造
。
而
苗
仲
初
不
知
火
器
為
何
物
。
及
試
與

一
看
、
無
不
吐

舌
相
戒
、
不
敢
軽
犯
。
乃
製
百
鯨
件
、
分
発
各
州
縣
、
令
人
倣
習
。
故
諸
苗
亦
既
心
暢
、
而
又
以
理
以
情
。
為
之
処
分
、
遂
聴
約
束
帰

降

。
又
歳
鯨
而
撫
台
瑞
芝
胡
公
至
。
與
寅
同
征
播
、
素
知
之
。
遂
留
帳
下
為
練
兵
官
、
大
造
火
器
。
干
是
黙
中
始
知
兵
間
有
火
器

一
事
。

實
余
為
之
噛
矢
也
。

こ
こ
に
は
、
貴
州
布
政
司
参
政
と
し
て
新
鎮
道
を
統
轄
す
る
盛
萬
年
と
、
雲
南
副
総
兵
を
罷
免
さ
れ
て
帰
郷
途
中

で
あ

っ
た
陳
寅
と
が
、

火
器
を
大
々
的
に
製
造

・
配
備
し
、
該
地
の
諸
苗
族
統
治
に
活
用
す
る
過
程
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

『
拙
政
編
』
の
記
述
か
ら
着
目
す
べ
き
事
項
を
示
す
と
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
第

一
に
、
十
七
世
紀
初
め
の
貴
州

新
鎮
道

で
は
、
盛
萬
年
と
陳
寅
と
い
う
火
器
に
関
す
る
知
識
を
有
す
る
人
物
と
の
個
人
的
な
人
間
関
係
が
、
火
器
普
及
の
重
要
な
契
機
と
な

っ
た
と

い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
貴
州
布
政
司
参
政
と

い
う
新
鎮
道
の
行
財
政
を
統
轄
す
る
立
場
に
あ

っ
た
盛
萬
年
の
主
導
に
よ
り
、
火

器
の
製
造

・
配
備
が
推
進
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
火
器

の
製
造
に
精
通
し
た
人
材

の
発
掘
と
登
用
、
火
薬
の
原
料
と
な
る
硝
石
や
硫
黄

な
ど
火
器
の
製
造
に
必
要
な
物
資

の
調
達
、
各
州
県

へ
の
火
器
の
配
備

・
操
作
教
授

の
指
示
な
ど
、
盛
萬
年
が
軍
事
的
側
面
に
お
い
て
も
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

周
知

の
よ
う
に
、
十
七
世
紀
以
降
の
明
朝
で
は
、
東
北

の
対
女
真
戦
線
に
お
い
て
、
火
器
が
国
家
主
導
に
よ
り
大
量
に
導
入
さ
れ
る
よ
う

に
な

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
時
期
に
お
け
る
他
の
個

々
の
地
方
に
お
い
て
如
何
な
る
形
で
火
器
が
普
及
し
て
ゆ
く

の
か
に

つ
い
て
は
、
従

来
殆
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
『
拙
政
編
』

の
記
述
は
、
貴
州
新
鎮
道
と
い
う
西
南
中
国
に
お
け
る
火
器
普
及
の

一
側
面
を
具
体
的
に
伝
え

る
も

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

な

お
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
盛
萬
年
自
身
、
火
器

の
製
造
や
操
作
法
に
関
し
て
は
、
そ
れ
程
習
熟
し
て
い
る
訳
で
は
な
か

っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ

る
。
火
器
の
製
造
や
操
作
法
、
火
器
を
導
入
し
た
軍
隊
編
成
や
練
兵
な
ど
現
場
レ
ベ
ル
で
の
軍
事
活
動
全
般

に
お
い
て
は
、
陳
寅
が

中
心
的

立
場
に
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
拙
政
編
』
の
記
述
か
ら
は
、
陳
寅
が
当
初
、
ど
の
よ
う
な
官
に
就
い
た
か

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ



る
が
、
私
的
な
幕
僚
と
し
て
傘
下
に
組
み
込
ま
れ
た
も
と
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
朝
鮮

の
役

で
明
軍
の
捕
虜
と
さ
れ
た
日
本
兵
が
、
明
朝
に
お
け
る
日
本
式
鉄
砲

の
普
及
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
論

じ
た
。
陳
寅
が
日
本

兵
捕
虜
を
傘
下
に
収
容
し
た
こ
と
を
示
す
直
接
的
な
史
料
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
が
朝
鮮
に
お
い
て
日
本

式
鉄
砲
に
習
熟
し
、
そ
の
技
術
を
貴
州
に
お
い
て
伝
導
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う

.週)。

さ

て
、
最
後
に
、
貴
州
新
鎮
道
に
お
け
る
火
器
普
及
よ
り
後
の
、
西
南
中
国
に
お
け
る
火
器
普
及
の

一
側
面
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を

試
み
た
い
。
盛
萬
年
は
貴
州
布
政
司
参
政
か
ら
貴
州
按
察
使
に
昇
進
し
た
後
、
万
暦
四
十
五
年

(
一
六

一
七
)
に
広
西

の
按
察
司
副
使
と
な

り
、
賓
州
に
転
任
し
て
右
江
兵
巡
道

に
任
じ
ら
れ
る
。
乾
隆

『
広
西
通
志
』
巻
六
八

「名
宙

・
明
」
に
は
、
彼
の
広
西
赴
任
時
代
の
状
況
に

つ
い
て
記
し
て
、

盛
萬
年
:
:
万
暦
四
十
五
年
、
任
右
江
巡
道
、
駐
賓
州
。
歳
戊
午

(万
暦
四
十
六
年
)
旱
越
為
虐
、
所
轄
十
鯨
城
、
郊
境
尽
赤
、
道
瞳

相
望
。
難
筒
、
林
箒
諸
蛮
、
乗
機
囎
聚
、
窺
逼
城
池
。
土
官
偽
激
、
調
兵
侵
地
。
龍
城

一
帯
、
遠
迩
震
恐
。
萬
年
力
請
当
事
、
得

一
旅
、

為
簡
材
官
謀
勇
、
指
授
方
略
、
以
少
撃
衆
、
斬
獲
無
算
。
又
秘
製
火
器
、
設
伏
繊
之
。
諸
賊
聞
風
胆
落
。

と
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
広
西
按
察
司
副
使
着
任
翌
年
の
万
暦
四
十
六
年

(
一
六

一
八
)、
賓
州
就
近
地
方
は
旱
越
と
な
り
、
そ
の
混
乱
に
乗

じ
て
難
筒
な
ど
該
地
の
諸
民
族
が
蜂
起
し
た
。
彼
ら
は
各
地
を
劫
略
し
な
が
ら
州
県
城
に
逼
る
勢
い
で
あ

っ
た
。
盛
萬
年
は
進
ん
で
彼
ら
を

鎮
圧
せ
ん
こ
と
を
請
い
、
武
卒
を
選
抜
す
る
な
ど
自
ら
積
極
的
に
部
隊
を
編
成

・
指
揮
し
、
大
い
に
成
果
を
上
げ
た
。
ま
た
、
独
自
に
火
器

を
製
造
し
て
有
効
に
活
用
し
、
そ
の
結
果
彼
ら
を
繊
滅
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
貴
州
新
鎮
道
同
様
、
広
西
に
お
い
て
も
盛
萬
年
が
該
地
で

の
諸

民
族
の
鎮
圧

.
統
治
に
火
器
を
有
効
に
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
と
り
わ
け

「秘
製
火
器
」
と
あ
る

の
は
注
目
さ
れ
よ
う
.、

貴
州

に
お
い
て
陳
寅
と
い
う
火
器
に
習
熟

し
た
人
物
と
の
交
流
を
経
た
盛
萬
年
が
、
広
西
に
お
い
て
積
極
的
に
火
器
の
普
及
に
つ
と
め
た
状

況
が
窺
え
る
。

　
方
、
陳
寅
は
、
以
後
も
引
き
続
き
副
総
兵
と
し
て
貴
州
に
お
け
る
苗
族
招
撫

・
反
乱
鎮
圧
に
従
事
し
た
。
『神
宗
実
録
』
巻
五

=

一、

万
暦

四
十

一
年

(
一
六

一
三
)
九
月
丁
巳
の
条
に
は
、



本
稿

の
考
察
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

浙
江

温
州
で
金
盤
備
倭
把
総
と
な
り
、
海
外
諸
勢
力
と
の
接
触
を
経
る
と
と
も
に
倭
寇

討
伐
に
成
果
を
収
め
た
武
将
陳
寅
は
、
京
営
遊
撃

に
昇
任
し
て

「西
洋
番
鳥
銃
」
導
入
に
関
与
し
た
後
、
精
鋭
な
鉄
砲
を
装
備
す
る
日
本
軍
と
の
戦
闘
た
る
朝
鮮
の
役
や

四
川
播
州
に
お
け
る

楊
応

龍
の
乱
に
従
軍
す
る
。
こ
う
し
た
十
六
世
紀
後
半
の
中
国
周
縁
部
に
お
け
る

「軍
事
革
命
」
の
中
で
、
陳
寅
は
火
器
の
操
作

・
製
造
に

習
熟

す
る
よ
う
に
な
る
。
『拙
政
編
』
の
記
述
か
ら
は
、
十
七
世
紀
初
め
の
貴
州
新
鎮
道
に
お
い
て
、
火
器
に
習
熟
し
た
陳
寅
が
、
同
じ
く

広
東

に
お
け
る
倭
寇

対
策
を
通
じ
て
火
器

の
有
効
性
を
認
識
し
た
貴
州
布
政
司
参
政

・
盛
萬
年
と
と
も
に
火
器
普
及
に
重
要
な
役
割
を
果
た

す
様
相
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

お

わ

り

に

貴
州
撫
臣
挙
救
剰
処
錯
業
、
阿
炮
、
克
之
。
初
普
安
衛
指
揮
王
嗣
統
、
単
騎
追
敵
賊
、
為
賊
首
蜷
業
、
阿
抱
所
害
。
撫
臣
因
其
圃
険
党

・

衆
、
未
可
埣
制
、
許
以
帰
款
、
為
之
請
命
。
二
酋
陽
順
陰
逆
、
剰
掠
官
商
、
劫
害
差
役
、
叛
乱
益
甚
。
干
是
撫
臣
胡
桂
芳
、
激
宣
慰
安

尭
臣
等
、
会
同
副
総
兵
陳
寅
、
協
力
討
之
。
檎
斬
功
級
二
百
余
名
穎
、
招
撫
庄
塞
百
有
余
。
処
列
文
武
将
吏
功
次
以
聞
。

と
あ
り
、
陳
寅
が
貴
州
巡
撫
胡
桂
芳
の
も
と
、
該
地
に
お
け
る
反
乱
鎮
圧
に
成
果
を
収
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
彼
の
こ
う
し
た
活

動
の
北
且
爪
に
も
、
火
器
が
何
ら
か
の
形
で
製
造

・
配
備
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

前
節

冒
頭
で
掲
げ
た
康
煕

『
平
陽
県
志
』

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ
の
六
年
後
の
万
暦
四
十
七
年

(
一
六

一
九
)、
遼
東
で
の
サ
ル
フ
の
戦

い
に
お
い
て
、
劉
艇
や
杜
松
ら
率
い
る
明
軍
が
女
真
軍
に
大
敗
し
た
の
を
承
け
、
朝
廷
は
歴
戦
の
武
将
を
対
女
真
戦
線

に
投
入
す
る
方
針
を

採
り
、
陳
寅
に
白
羽
の
矢
を
立
て
た
が
、
彼
は
老
齢

の
た
め
に
程
な
く
卒
し
た
と
い
う
。
雲
南
か
ら
の
帰
郷
途
中
に
再
度
貴
州
副
総
兵
と
な

り
、
該

地
に
と
ど
ま
る
こ
と
十
余
年
、
陳
寅
の
歴
年

の
武
功
が
、
遠
く
中
央
に
ま
で
届
い
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
結
末
で
あ

っ
た
と
い
え

る
だ

ろ
う
。



(
1
)

万
暦

『
大
明
会
典
』
巻

一
九

三

「
軍
器
軍
装

二

・
火

器
」
。

(
2
V

有
馬
成
甫

『
火
砲

の
起
源
と

そ
の
伝
流

』

(吉
川
弘
文

館
、

一
九

六
二
年
)

}
五
六
～

一
五
七

頁
、

一
五
九
～

一
六

二
頁
。

(
3
V

奥
山
憲
夫

「
明
代

中
期

の
京
営

に
関
す
る

一
考
察

」

(『
明
代
史

研
究

』
八
号
、

一
九
人
○
年

)

一
二
～

一
五
頁
。

(
4
)

ジ

ェ
フ
リ

.
パ
ー
カ

ー

(大
久

保
桂

子
訳
)
『
長
篠

合
戦

の
世
界
史

』

(
同
文
館
、

一
九

九
五
年

)
、
岸

本
美
緒

『
東

ア
ジ

ア

の

「
近
世

」』

(山

川
出

版
社
、

一
九
九

八
年
)
、
等
参
照
。

(5
)

拙
稿

「
十
六
世
紀
末
、
日
本
式
鉄
砲

の
明
朝

へ
の
伝
播
ー

万
暦
朝
鮮

の
役
か
ら
播
州
楊

応
龍

の
乱

へ
」

(『
東
洋
学
報

』
八
四
巻

一
号
、
二
〇
〇

二
年

、

以
下
拙
稿

「
日
本
式
鉄
砲
」
と
略

称
)
四
九
頁
。

(
6
)

朝
鮮

の
役

に
従

軍
し
た
武
将

と
し
て

の
陳
寅

に

つ
い
て
言
及

し
た
先
行

研
究

と

し
て
は
、
徳

富
猪

一
郎

『
近

世
日
本
国

民
史

・
豊
臣
氏

時
代
』

己
編

註 た
だ
し
い
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
の
考
察
で
示
し
た
以
上
の
事
柄
は
、
あ
く
ま
で
断
片
的
史
料
か
ら
得
ら
れ
た
陳
寅
、
及
び
盛
萬
年
と
い

う

一
個

人
の
事
例
を
通
じ
て
、
明
朝
末
期
の
西
南
中
国
に
お
け
る
火
器
普
及
の

一
側
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
ま
た
、

こ
う
し

た
こ
と
に
よ
り
火
器
が
広
汎
に
わ
た
り
浸
透
し
て
ゆ
く
と
い
う
訳
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
の
考
察
を
通
じ
て
、
明
朝

初
期

の
厳
し
い
管
理
下
に
お
け
る
火
器
の
統
制
や
、
十
七
世
紀
以
降
の
対
女
真
戦
線
に
お
け
る
国
家
主
導
に
よ
る
火
器

の
導
入
と
は
別
に
、

個
人
的
な
人
間
関
係
に
よ
る
私
的
な
形
で
の
火
器
普
及
の
側
面
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
明
朝
は

対
女
真
戦
線
に
お
い
て
、
イ

エ
ズ
ス
会
士
の
協
力
を
得
て
西
洋
式
の
大
型
火
器
の
導
入
を
国
家
主
導
で
進
め
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、

本
稿

で
検
討
し
た
よ
う
な
地
方
に
お
け
る
火
器
普
及
の
実
態
に

つ
い
て
は
、
従
来
殆
ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
対
女
真
戦
線
に
お
け
る

火
器
使
用
の
実
態
を
具
体
的
に
考
察
す
る
と
と
も
に
、
他

の
諸
地
方
に
お
け
る
火
器
普
及
の
諸
相
に

つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
が
、
今
後

の
課

題
と

い
え
る
だ
ろ
う
。



(
民
友
社

、

「
九
二

二
年
)
、
李
燗
錫

『
壬
辰
戦
乱
史

』
中

(
東
洋
図
書
出

版
、

}
九

七
七
年
)
、
等

が
あ

る
。

ま
た
西
洋

式

の
鉄

砲

の
所
持
者

と
し

て

の
彼

に
触
れ
た
先
行
研
究
と

し
て
は
、
J
o
s
e
p
h
 
N
e
e
d
h
a
m
 
,
 
S
c
i
e
n
c
e
 
a
n
d
 
c
i
v
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
i
n
 
C
h
i
n
a
 
,
 
V
o
l
.
5
 
:
 
C
h
e
m
i
s
t
r
y
 
a
n
d
 
c
h
e
m
i
c
a
l
 
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
 
,
 
P
t
.
7

M
i
l
i
t
a
r
y
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
y
 
;
 
T
h
e
 
g
u
n
p
o
w
d
e
r
 
e
p
i
c
 
,
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
 
,
 
1
9
8
6

等
が
あ

る
。

(7
)

和
田
博
徳

「明
代

の
鉄
砲
伝
来

と
オ

ス

マ
ン
帝

国
」

(『
史
学
』

三

一
巻

}
ー

四
号
、

一
九

五
八
年
)
六
九

四
～
六
九

五
頁
。

(
8
)

明
代

に
お
け
る
鉄
砲

の
伝
来

に
関

す
る
先
行
研
究

に

つ
い
て
は
、
拙

稿

「
目
本
式

鉄
砲
」

五
〇
～
五

一
頁

、
参
照
。

(
9
)

ゴ

ン
サ
ー

レ
ス

・
デ

・
メ
ン
ド
ー

サ

(長
南
実
等

訳
)
『
シ
ナ
大

王
国
誌
』

(岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
)

三
五
五
頁
。

(
10
)

李
光
濤

『
朝
鮮

「壬
辰
倭
禍

」
研
究
』

(中
央
研
究

院
歴
史
語

言
研
究
所
、

一
九
七

二
年
)

九
六
頁
。

(
11
)

な
お
、
『
神
器
譜
』
巻

一
に
、
「
再
得
如
先
任
本
営

将
官
陳
寅
、

何
良
臣
輩
、

教
而
用
之
、

七
千
士
卒
、

足
抵
十

万
。
」
と
あ

り
、

京
営
時
代

に
お
け
る

陳

寅

の
評
価

の

一
端
を
窺
う

こ
と
が
で
き

る
。

〈
12
)

こ
の
敗

戦
が
契
機
と
な

り
、

経
理
楊
鍋

は
賛
画
主
事

丁
応
泰

に
よ

り
弾
劾
さ

れ
る

こ
と

に
な
る
。

丸
亀

金
作

「
朝
鮮
宣

祖
朝

に
お
け

る
明

丁
応
泰

の

謳
奏
事
件

」

(『
歴
史
学

研
究
』
八
-

九

・
一
〇
、

一
九

三
八
年

)
、
李
啓

煙

「慶

長

の
役

の
最
末

期
に
お

け
る

「
丁
応
泰

謳
奏
事
件

」
と

日

・
明
将

ら

の
講
和
交

渉
」

(『
日
本
史

研
究
』

三
八
九
、

一
九
九

五
年

、

の
ち

同

『
文
禄

・
慶

長

の
役
と
東

ア
ジ

ア
』
臨

川
書

店
、

一
九
九
七

年

に
再
録

)
、
等
参

照
。

(
13
)

柳
成

龍
宗
孫
家
所
蔵

『
唐

将
書
帖
』

乾

(朝
鮮

総
督

府
、

一
九

三
四
年
)

に
は
、
陳
寅

が
朝
鮮
重

臣
柳
成
龍

に
送

っ
た
書
状

が
所
収
さ

れ
て

い
る
。

陳
寅

が
蔚

山

で
の
戦

闘
後

、
漢
城
滞
在

中

に
送

っ
た
も

の

で
あ

ろ
う
か
。

『
唐

将
書
帖

・
唐

将
詩
董
帖

解
説

』

(朝

鮮
総
督

府
、

一
九
三

四
年
)
、
中
村

栄
孝

「柳
成
龍
家

の
壬
辰

・
丁
酉
倭
乱
史
料

」

(『
日
鮮
関
係
史

の
研
究
』

中
、
吉

川
弘
文
館
、

一
九

六
九
年
)
、

参
照
。

(
14
)

拙
稿

「
日
本
式
鉄
砲
」
四
四
～
四
八
頁
。

(
15
)

『
平
播
全
書
』
巻

七

「破

圃
塘

報
」
、
等
参

照
。

(
16
)

『
北

京
図
書
館

古
籍
珍
本
叢
刊
』
所
収
。

(
17
)

註

(
16
)
に
同
じ
。



(
18
)

な
お
、
朝
鮮

の
役

に
お

い
て
捕
虜
と
な

っ
た

日
本
兵
が
、

明
朝

に
お
け

る
火

器
普

及
に
影
響
を
与

え
た

こ
と

に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「朝
鮮

の
役

に
お

け

る
日
本
兵
捕
虜
-
明
朝

に
よ

る
連
行
と
処

置
」

(『
東
方
学
』

一
〇

五
輯
、

二
〇
〇

三
年
)
、
参
照
。

程光裕 ・徐聖 護主編 『中国歴 史地図』 上冊(中 国 文化大学 出版 部・1980年

を もとに作成。


